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  学校教育目標  豊かな心を持ち、たくましく生きる力を身につけ、 

主体的に行動する子どもの育成  ―自主協同― 
 
連絡事項が多いため、学校だよりの追加としてお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPも  

チェック！  

吹田市立千里第二小学校 学校だより② 
令和８年（２０２６年）４月３０日 発行 

◎令和８年度の主な行事予定 

【１学期】○参観懇談    4月20日㈪ 3・4年 

4月21日㈫ 5・6年 

4月24日㈮ 1・2年 

     ○個人懇談    5月11日㈪・15日㈮・18日㈪・19日㈫ ［予］20日㈫ 

     〇土曜参観    6月13日㈯午前中 ＊代休：15日㈪ 

      ・引き渡し訓練 

     ○終業式     7月17日㈮ 

【２学期】○始業式     8月25日㈫ 

     ○学校公開    9月24日㈭ 1・3・5年 ＊林間学習保護者説明会（5年） 

              9月25日㈮ 2・4・6年 ＊修学旅行保護者説明会（6年） 

     ○運動会     10月10日㈯ ［予］15日㈭ ＊代休：13日㈫ 

     〇５年林間学習  10月22日㈭～23日㈮ 兵庫県ハチ高原 

     ○６年修学旅行  11月12日㈭～13日㈮ 広島平和記念公園、姫路セントラルパーク 

○音楽会     11月20日㈮ 保護者参観 

     ○個人懇談    12月 7日㈪・8日㈫・10日㈭・11日㈮ ［予］15日㈫ 

     ○終業式     12月24日㈭ 

【３学期】○始業式     1月 8日㈮ 

     ○参観・懇談   2月16日㈫ 1・5年 

                18日㈭ 3・6年 

                24日㈫ 2・4年 

     ○卒業式     3月17日㈬ 

     ○修了式     3月24日㈫ 

 
 

個人懇談期間は 

全学年４ｈ授業です。 

給食後に下校します。 

◎iPad学習用端末について 

本校では、iPad（SUNネット端末 以下iPad）を校内の教育活動における使用に加え、各家庭

での学習使用等を目的として、持ち帰りの実施をしています。また、１年生についても iPadを使用

する際のルールや簡単な操作指導を終え、今後、ご家庭への持ち帰りを実施します。つきましては、

下記をご確認のうえ、ご対応くださいますようお願いいたします。 

1． iPad を各家庭で使用する際のきまりと保護者の方へのお願い 

（１）学習のために使用する 

使用する場所、時間を児童とご相

談いただき、適切な使用方法・時

間で活用できるよう見守りをお願

いします。（学習に必要のないイン

ターネットサイトの利用、写真、動画

のデータ保存は禁止しています。） 

（２）他の人に貸さない  

iPadを児童本人以外が使用する

ことは禁止されています。ご家族の

方でも、iPadを操作したりアプリ内

の情報を確認・閲覧等をしたりす

ることがある場合は、必ずお子様と

一緒にお願いします。 

（３）IDやパスワードを他の人に教えたり、

他の人に聞いたりしない 

他の人のIDやパスワードを使用す

ることは、法律で禁止されていま

す。「教えない」「聞かない」ことに

ついて、ご家庭でも助言と見守りを

お願いします。 

（４） 登校までに、充電をしておく 

登校までに充電をしておいてくださ

い。充電器はアップル社純正のも

のに限りませんが、一部 iPadが充

電できないものや極端に時間がか

かる製品があるため、充電器の対

応機種を必ずご確認ください。 

（５）「MicrosoftTeams」への返信  

児童への連絡等で使用するアプ 

リです。担任等から投稿を送信す 

ることがあります。連絡内容に関  

係のない返信をしたり、個人情報  

に係る内容を書き込んだりすること

は禁止しています。 

（６）登下校中の扱い 

登下校中にかばんからは出しませ

ん。なお、持ち帰りの児童の負担  

を軽減する必要がある学年につい 

ては、一部の教材を学校に置いて

帰ります。 

※  長期休業期間中は、児童への連絡等で活用するアプリ「MicrosoftTeams」の児童の投稿

・返信機能を制限することがあります。（学校からの投稿等の確認は可能です。） 

※  今年度からiPadの画面割れは、交換対応ではなく、画面保護フィルムを各家庭でご購入いた

だき、継続して使っていただくことになりました。 

2.『iPad（SUN ネット端末）のルールブック』や各種パスワードの変更等について 

iPadの使用に係るルールブックを小学校のホームページに掲載しています。また、iPadやアプリ

ケーションのパスワード等の変更・操作方法も確認できます。パスワード等の変更については、児童

と相談のうえ、定期的な変更と保管にご協力をお願いします。特に、初めてiPadを使用・持ち帰り

を実施する１年生については、必ず保護者の方が設定をお手伝いいただき、変更後のパスワードを

記録しておいてください。 

３ iPad使用制限システムについて 

端末の適切な使用について、使い方や使用時間も含めて、基本的には児童自身が正しい判断がで

きることが重要であると考えています。しかし、個別に対応する必要性も考えられることから、吹田市立

小中学校では、端末持ち帰り時の使用制限システム「Jamf Parent」が導入されています。 

詳細については、さくら連絡網にて5月に配信いたしますので、各ご家庭でご確認くださ

い。 

〇保護者のスマートフォンと児童のiPadを紐づけて、「使用してよいアプリ」「閲覧してよいサイト」

を指定するものです。（「見せたくないサイト」を指定することはできません。） 

〇制限ができるのは、土日や長期休業中の終日と、平日の１６時～翌８時です。（平日８時～１６時

は授業で使用する学校管理の時間帯となりますので、制限はかかりません。） 

〇インターネットを制限するためにsafariのアプリを制限すると、ミライシードやL-Gate

（Teams含む）も使用できなくなります。宿題で必要な場合がありますのでご注意くだ

さい。 

＊詳しくは毎月の学校だよりでご確認ください。 

＊行事等の日程、内容等変更する可能性があります。 

◎日本語指導教室と通訳ボランティア募集について 

現在、本校では多数の中国語を母語とする外国籍児童の転入学が続いています。そうい

った児童のために学習のフォロー等を行う日本語指導教室が、今年度から設置されまし

た。また、今年度から定期的な通訳者の派遣がなくなったため、通訳者が行っていた行事

や日常の連絡を家庭に伝えることができなくなりました。つきましては、電話やメールな

どで学校からの連絡を中国語に訳して保護者に伝えていただける方を募集しております。 

ご協力いただける方は、学校までご連絡ください。  

通常の授業を1日公開し

ます。混雑を避けるため

学年を分けて行います。 

昨年度 3月のお知らせから

変更になっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

◎欠席時の連絡方法について 

ご家庭からの欠席連絡は、さくら連絡網で8：20までに入力をお願いします。連絡袋（友

だちやきょうだいによる連絡帳等のお届け）は原則不要です。学校からのお知らせは、さ

くら連絡網の返信・担任からの電話・児童端末からのTeamsなど、学年や欠席の状況に応じ

て行うようにしますので、お友だちがお届けするお休み連絡は渡さないことを基本としま

す。学校からの配付プリントのお渡しや、ご家庭からの宿題等の提出は、再度登校した時

でかまいません。 

ただし、緊急の手紙をお届けする必要がある・欠席が長期にわたるなど、個別の事情に

応じて、きょうだいや友達に預ける・保護者に取りに来ていただくなどの対応をすること

があります。個別対応については担任からご相談させていただきます。 
 

◎令和9年度支援学級継続・入退級ならびに通級指導実施の有無決定について 

次年度の支援学級在籍と通級による指導を受けるための流れについてお知らせいたします。 
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左記以外の通常の学級在籍児童 

〈４月〉 

 

 

〈５月〉 

 

 

 

 

 

〈6月〉 

 

 

 

〈７月〉 

 

 

 

 

〈11月〉 

 

 

 

〈12月〉 

 

 

 

〈3月〉 

◆支援学級全体懇談会（支のみ） 

〇担当紹介、概要・次年度への流れ説明  

◆初回面談（通） 

◆個人懇談（支） 

〇個別の支援計画・指導計画の確認  

〇次年度の指導継続・終了確認（通のみ） 

 

 

 

◆確認 

R9年度の支援学級在籍継続・退級、通級に

よる指導への変更希望などを確認  

 

◆個人懇談（支・通） 

１学期の振り返り・２学期の目標確認  

R9年度の在籍に関する意向最終確認  

→市教育委員会に報告  

 

 

 

 

 

◆個人懇談（支・通） 

2学期の振り返り・3学期の目標確認  

 

 

◆面談（支・通） 

年間の振り返りと次年度への見通し 

◆相談（随時） 【～6月19日（金）】 

〇次年度の支援学級入級や通級による指導を検討

されている場合は、担任に電話や個人懇談等でそ

の旨を相談  

※個人懇談時に、担任よりお子様の学習状況や学

校生活の様子をお伝えするとともに支援学級や通

級指導の案内をさせていただくこともあります。 

◎ここでの相談がなければ令和9年度の支援学級入

級や通級による指導ができません。 

◆確認 【期限：6月中旬まで】（支・通） 

〇特別支援Co.との面談ののち、入級を決定  

 

 

◆相談（随時） 【7月以降】 

〇令和10年度の支援学級入級や通級に

よる指導を検討されている場合は、担任

に電話や個人懇談等でその旨を相談  

 

 

 

 

 

◆個人懇談 

〇担任より、お子様の学習状況や学校生活の 

様子をお伝えするとともに、令和10年度の 

支援学級や通級指導の案内をさせていた 

だくこともあります。 

 

 

 

 

◎公用携帯電話（発信専用）の配備について 

このたび、吹田市教育委員会から公用携帯電話が配備されました。今後、学校から連絡させてい

ただく場合に、これまでの固定電話番号に加えて、下記の携帯電話番号からも発信させていただく

ことがありますので、電話番号の登録など、よろしくお願いします。 

この公用携帯電話につきましては、発信専用電話としております。固定電話のように常時学校に

設置されているものではありませんので、学校に連絡する場合にはこれまで通り学校の固定電話に

ご連絡ください。通常時に、電話されると学校の固定電話に転送されます。 

なお、遠足や宿泊学習など学校外の学習活動の時に使用することもあります。その際は、一時的

に公用携帯電話に返信できる設定に変更します。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

［公用携帯電話①］  080-7235-6919  

［公用携帯電話②］  070-5535-9728 

◎学校行事の際の自転車利用について 

本校では、学校行事の際の自転車やバイクの乗り入れをご遠慮いただいております。理

由としては、駐輪スペースが狭いこと、正門付近は学校関係の車両が駐停車することや緊

急車両が入ることがあるためということがあります。しかし、学校教育自己診断で多数の

ご意見を受け、今年度、「個人懇談」時のみ臨時駐輪場の設置を試行したいと思います。以下の

内容をご確認いただき、個人懇談時にご利用ください。 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

〈臨時駐輪場について〉 

 
 

〇自動車での来校はできません。近隣施設や路上での駐停車は、地域の方のご迷惑になりますの

でおやめください。近隣の商業施設からも、店内に滞在する時間以外の放置自転車や自動車の

駐車については、警察への通報を含めた措置を講じるとの連絡をいただいております。 

  ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 

職員駐輪場 

教職員  

学校関係者のみ 

構内では、 

必ず自転車・バイクは 

降りてください。 正門 

西棟 

中央棟 
防災倉庫  

できるだけ奥からつめて

駐輪してください。 

※参観・懇談や運動会、音楽会

等の「個人懇談」以外の行事

については、引き続き自転車や

バイクの駐車はできません。 

 

お子様自身が、 

支援学級による指

導の体験すること

で、スムーズな入級

につなげます。 


